
外観の損傷状況及び浸水深により損害割合を算定し被害認定基準に照らし
て被害の程度を判定します。

※判定の一例です。

損害の割合
による判定

50％以上 40％以上
50％未満

20％以上
40％未満

10％以上
20％未満

10％未満

判定基準 全壊 大規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊

浸水の深さ
による判定

家屋の流
失又は床
上1.8ｍ以
上の浸水

床上１ｍ
以上1.8ｍ
未満の浸
水

床上１ｍ
未満の浸
水

床下浸水
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北
斗
市
で
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た

場
合
、
申
請
を
受
け
付
け
て
か
ら
被
害
認

定
調
査
を
実
施
し
交
付
す
る
ま
で
に
長
い

期
間
を
要
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
の
間
、
建
物
の
除
去
や
被
害

箇
所
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
修
理
、
片
付

け
等
を
し
て
し
ま
う
と
調
査
が
困
難
と
な

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
可
能
な
限
り
被
災

者
自
身
が
被
害
状
況
を
写
真
撮
影
し
、
保

存
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

 

家
の
外
の
写
真
の
撮
り
方

●
建
物
の
全
景
写
真
は
可
能
な
限
り
周
囲

　

４
面
を
撮
影
し
ま
し
ょ
う
。

●
浸
水
し
た
場
合
は
、
浸
水
の
深
さ
が
わ

　

か
る
よ
う
に
撮
影
し
ま
し
ょ
う
。メ
ジ

　

ャ
ー
な
ど
を
あ
て
て
、
全
体
を
写
し
た

　

遠
景
と
目
盛
り
が
読
み
取
れ
る
近
景
を

　

撮
る
と
、
被
害
の
大
き
さ
が
よ
く
わ
か

　

り
ま
す
。

●
建
物
の
傾
斜
角
を
撮
影
す
る
場
合
、
建

　

物
４
隅
の
測
定
結
果
を
撮
影
し
ま
し
ょ

　

う
。

 

家
の
中
の
写
真
の
撮
り
方

●
家
の
中
の
被
害
状
況
写
真
は
、

　

①
被
災
し
た
部
屋
ご
と
の
全
景
写
真

　

②
被
害
箇
所
の「
寄
り
」の
写
真

　

を
撮
影
し
ま
し
ょ
う
。

《
想
定
さ
れ
る
撮
影
箇
所
》

　

内
壁
、床
、窓
、出
入
口
、サ
ッ
シ
、襖
、障

子
、シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
、洗
面
台
、便
器
、

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス　

な
ど

※
家
の
中
の
撮
影
は
、
明
る
さ
や
フ
ラ
ッ

　

シ
ュ
の
反
射
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

共
通
す
る
ポ
イ
ン
ト

●
指
さ
し
確
認
に
よ
る
撮
影
は
、
何
を
撮

　

影
し
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
う
え
で

　

有
効
で
す
。

●
カ
メ
ラ
の
日
時
設
定
を
正
確
に
し
て
、

　

撮
影
日
時
の
記
録
を
残
し
て
く
だ
さ
い
。

●
家
の
外
と
中
の
両
方
の
写
真
を
撮
る
こ

　

と
が
重
要
で
す
。

罹災証明書・罹災届出証明書について
　災害により家屋等に被害があった場合の生活再建支援制度などを利用する際に必要
となる「罹災証明書」と「罹災届出証明書」についてお知らせします。

　

自
然
災
害
や
火
災
に
よ
っ
て
家
屋
が
損

壊
す
る
被
害
を
受
け
た
場
合
に
、
被
害
状

況
を
調
査
し
て
市
が
公
的
に
被
害
程
度
を

認
定
し
書
面
で
証
明
す
る
も
の
が
「
罹
災

証
明
書
」で
す
。

　

被
災
者
に
は
、
様
々
な
生
活
再
建
支
援

制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
支
援
を
受
け
る
た

め
に
は
罹
災
証
明
書
の
添
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

罹
災
証
明
書
の
対
象
と
な
る
の
は
、
家

屋（
住
家
・
非
住
家
）で
す
。

　

持
ち
家
か
賃
貸
か
の
区
別
は
な
く
、
マ

ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
の
居
住
者
も
申
請

す
れ
ば
証
明
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

被
災
し
た
日
か
ら
13
か
月
を
経
過
す
る

日
ま
で
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
は
市
役
所
総
務
課
へ
直
接
ご
提
出

い
た
だ
く
か
、
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
申
請
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
郵
送
し
て

い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。（
返
信
用
封

筒
と
切
手
は
不
要
で
す
が
、
送
付
す
る
際

の
切
手
代
は
ご
負
担
く
だ
さ
い
。）

　

申
請
時
に
は
、
罹
災
者
本
人
の
確
認
が

必
要
と
な
り
ま
す
。ど
う
し
て
も
本
人
が

申
請
で
き
な
い
場
合
は
、
代
理
人
に
よ
る

申
請
も
可
能
で
す
が
、
委
任
状
が
必
要
と

な
り
ま
す
。代
理
人
が
、申
請
者
の
配
偶
者
、

同
居
の
親
族
も
し
く
は
二
親
等
以
内
の
方

は
、
委
任
状
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

罹
災
に
関
す
る
証
明
に
は
、「
罹
災
証
明

書
」と「
罹
災
届
出
証
明
書
」の
二
種
類
が

あ
り
ま
す
。

　
「
罹
災
証
明
書
」は
、家
屋（
住
家
・
非
住

家
）に
つ
い
て
、災
害
に
よ
る
被
害
の
程
度

を
証
明
す
る
書
面
で
す
。

　
「
罹
災
届
出
証
明
書
」は
、
災
害
に
よ
り

家
屋
に
被
害
が
生
じ
た
時
や
家
屋
以
外
の

物
に
被
害
が
生
じ
た
場
合
等
に
、
そ
の
事

実
を
届
け
出
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
で

す
。（
被
害
の
程
度
は
証
明
し
ま
せ
ん
）

　

ま
た
、
罹
災
証
明
書
を
申
請
中
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
面
に
も
な
り
ま
す
。

　

家
屋
の
被
害
程
度
を
記
載
し
な
い
も
の

は
、「
罹
災
証
明
書
」に
は
該
当
し
ま
せ
ん

の
で「
罹
災
届
出
証
明
書
」の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【「
罹
災
証
明
書
」
と
「
罹
災
届
出
証
明
書
」

の
違
い
】

※
民
間
の
保
険
会
社
に
よ
る
地
震
保
険
な

ど
の
保
険
金
請
求
に
は
、
罹
災
届
出
証
明

書
で
可
能
と
い
う
会
社
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ど
ち
ら
の
証
明
書
が
必
要
と
な
る
か
、
ご

加
入
の
保
険
会
社
に
一
度
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

罹
災
証
明
書
と
は

「
罹
災
証
明
書
」と

　
　
　
　「
罹
災
届
出
証
明
書
」

申
請
す
る
前
や
申
請
後
の

　
　
片
付
け
や
修
復
に
つ
い
て

証
明
の
対
象
と
な
る
建
物

申
請
期
限
と
申
請
窓
口

種　類 罹災証明書 罹災届出証明書

・家屋（住家・非住家） ・家屋（住家・非住家）
・家屋以外

・家屋の被害程度
（全壊、大規模半壊、半壊 、準半壊、一部損壊）
（床上浸水、床下浸水、その他）

・被害の事実を届け出たこと。
・罹災証明書を申請中であること。

交付までの
期間

調査の必要性

証明の内容

証明の対象

　調査が必要なため、申請件数により異
なり、交付までに数日～数か月を要する
場合があります。

　被害の程度を証明するものではない
ので、写真で確認できる場合は、窓口で
即日交付することが可能です。

　被害認定調査の結果に基づいて被害
の程度を判定します。

　申請者からの被害状況を示す写真等
の提出があった場合は、省略することが
できます。

　

災
害
に
係
る
被
害
認
定
に
つ
い
て
は
、

調
査
方
法
の
全
国
統
一
を
図
る
観
点
か
ら
、

内
閣
府
が
「
災
害
に
係
る
住
家
の
被
害
認

定
基
準
運
用
指
針
」
を
定
め
て
お
り
、
市

で
は
こ
の
運
用
指
針
に
基
づ
き
、
市
の
職

員
が
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

証
明
書
が
交
付
さ
れ
た
後
に
判
定
結
果

に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
再
調
査
を
依
頼

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

被
害
の
程
度
は
、
家
屋
の
主
要
な
構
成

要
素
の
経
済
的
被
害
の
家
屋
全
体
に
占
め

る
損
害
割
合
で
決
ま
り
、
５
段
階
で
判
定

し
ま
す
。

　

窓
口
で
の
交
付
と
、
郵
送
が
あ
り
ま
す

が
、
自
宅
以
外
に
い
る
場
合
は
確
実
な
連

絡
方
法
等
に
つ
い
て
申
請
時
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
「
罹
災
証
明
書
」と「
罹
災
届
出
証
明
書
」

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
ど
ち

ら
の
証
明
書
も
被
害
の
写
真
を
撮
っ
て
お

く
こ
と
が
、
と
て
も
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

被
災
し
た
場
合
に
は
、
ま
ず
身
の
安
全

を
最
優
先
で
確
保
し
、
片
付
け
る
前
に
被

災
状
況
の
写
真
撮
影
、
そ
の
後
落
ち
着
い

て
か
ら
証
明
書
の
申
請
を
忘
れ
ず
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

市
役
所
総
務
課
交
通
防
災
係

﹇
内
線
２
１
２
〜
２
１
４
﹈

被
害
認
定
調
査

罹
災
証
明
書
の
受
取
り

申
込
・
問

カメラ、スマホ
等で４方向から

撮影

浸水の高さが
わかるように

被害を受けた箇所の
全体がわかるように

被災した
部屋ごとに
全景を撮影

北斗消防署予防課調査係
☎73 - 3191 [内線136]
〒049 - 0162
北斗市中央2丁目6番6号

申込・問

火災の罹災証明書は、
北斗消防署に
申請してください。

家
屋
が
被
害
を
受
け
た
と
き
の

写
真
撮
影
の
ポ
イ
ン
ト


